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（金曜日）
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・
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曜
日
発
行
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○
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県
報
の
正
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（
令
和
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年
四
月
二
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一
日
山
口
県
公
告
（
七
九
）
）
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告

示

山
口
県
告
示
第
百
六
十
号

山
口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
一
年
山
口
県
告
示
第
四
百

六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
五
月
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一
の
表
中
「
山
口
交
通
安
全
協

会
会
長

久
保
田

元
一

」
を
「
山
口
交
通
安
全
協

会
会
長

中
村
昌

彦

」
に
改
め
、
同
表
一
般
社
団
法
人
山
口

県
自
家
用
自
動
車
協
会
長
門
支
部
の
項
を
削
る
。

公

告

（
九
二
）
防
府
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

防
府
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
防
府
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
五
年
五
月
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

防
府
都
市
計
画
用
途
地
域

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

（
九
三
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

令
和
五
年
五
月
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

下
松
市
大
字
東
豊
井
字
岡
原
及
び
字
舟
入

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

下
松
市
大
字
東
豊
井
八
七
四
番
地
の
一

井
上

明
典雑

報

正

誤

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日
山
口
県
公
告
（
七
九
）
（
令
和
五
年
度
山
口
県
家
畜
人
工
授
精
師
養
成
講
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発
行
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発
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